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[和文要旨]

本稿は、香川県の市町村公文書の保存と管理について、歴史的公文書を中心に論じるものであ

る。平成の大合併で市町は 5市38町から 8市 9町となっており 、村は存在していない。ここで

は、昭和30年前後の昭和の大合併以前の文書を旧町村役場文書とよぶことと し、これを歴史的公

文書として位置づける。これらはすでに廃棄されている場合が多く 、稀少性のある文書である。

これら文書を中心に、それ以降の文書、旧市町史編さんの基礎資料となった文書も含めて収蔵庫

等保存状況の調査・確認を行っている。①本庁、②支所、③出張所 ・公民館、 ④資料館・旧市町

史編さん室、⑤空き公共施設に分けて、その状況を把握し、それらを類型化し、それぞれの保存・

管理上の課題を指摘する。そして、調査・確認の結果を踏まえて、歴史的公文書を中心として、

総務課と教育委員会、保存と廃棄、永年保存文書と歴史的公文書の点から、望ましい保存 ・管理

の在り方について述べてみたい。このことが、公開・ 利用につながるものと確信する。

[英文要旨]

(Titl巴)Kagawa Prefecture Municipality Historical Document Preservation and Management 

This article is part of the Kagawa Prefecture Historical Docum巴ntcommittee efforts to during the Heis巴1

period 5 cities and 38 towns were combined to 8 larger cities and 9 smaller towns. The “village" style 

is no longer part of Kagawa prefecture's master plan. Her巴by，During the Showa period a large 

combination of cities and towns as well， therefore the term of municipality is now used in place of towns 

and cities. We feel that this article wiU preserve the historical aspects for future generations. In the past， 

the rarity and value of these documents was not taken into consideration. We are currently in the process 

and plan to continue the preservation of th巴 olderciti巴s，towns and villages historical docum巴ntsalong 

with the basic historical material. W巴haveclassified th巴documentsin to 5 categories. 1) Head Office 

2) Divisions 3) Branch Offices and Community Centers 4) Reference Library and Editor凶 Offices

5) Unused public spaces We will continue to classify， study， res巴archand advise as to how best to 

preserve and allow access to these documents. We want to continue to ref，巴rback to our findings and 

allow the General Affairs Department， the Board of Education， as well as other important organizations to 

assist us in deciding if the documents n巴edto be preserved as historical documentation， or if they are not 

needed. We desire that individuals are interested in our findings examine and apply them in their own 

researches. 
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はじめに

本稿は、香川県の市町村公文書1)の保存と

管理2)の現状と課題について論じるもので

ある。筆者が係わった市町史編纂事業での経

験を踏まえて、またその後、県内市町の公文

書保存の実態を調査3) したことを紹介しつ

つ、その特徴を議論するものである。

香川県では昭和25年には、 3市21町142村

であった。昭和30年前後の昭和の大合併で激

減し、昭和45年に村がなくなった時点では、

5市38町で、その後この体制が続き、平成18

年3月までに平成の大合併により、 8市 9町

となっている。その 5市38町では、すべて過

去に市町史編纂が行われている。平成の大合

併の直前(平成15~17年度)に新版、続編、

補遣、現代編などとして作成したのが16町

(うち合併後も編纂が継続され平成19年3月

に刊行したのが l町)、合併しなかった町で

平成20年3月に刊行が 1町、同じく合併しな

かった現在作成中の町が l町ある。香川県に

は市町立の文書館では三豊市文書館がある。

三豊市文書館条例が制定され、旧山本町役場

の建物を再活用している。現在、平成22年度

開館に向けて準備中である。市町立の資料館

は、現在の 8市9町中、 8市4町にある。

香川県立文書館は、平成 6年3月に開館し

ている。平成 7年度に 5市38町に公文書の保

存・管理についてのアンケート調査を実施し、

香川県立文書館職員が内 4市13町を訪問して

いる。また、同年度市町職員に対して資料保

存管理講習会、 翌8年度にも実施している。

平成13年度に文書保存管理講習会、平成16年

度に市町公文書保存研修会の名称で同様に行

いアンケート調査も実施している。平成17年

度には 7町の町史編纂室を訪問している。

以上、過去にも様々な取り組みがなされて

いるが、訪問先は県内全市町ではなかった。

それも本庁舎に限られ、各市町域内の文書の

保存場所を具に見て回ったわけではない。こ

れらは、平成の大合併以前のことで、平成18

年度からの合併後では大きな変化が見られる

と考えられる。折しも平成18年度に香川県立

文書館職員に着任し、職務として公文書保存

の実態調査を行うこととなった、そこで県内

全市町を、市町本庁舎だけでなく市町域内の

施設をも調査し、平成の大合併前後の変化を

考えることとした。

それらを前提として、本稿第 1章では、か

つて市町史編纂事業に携わった経験のいくつ

かを述べる。第2章では香川県立文書館の職

務として行った県内市町公文書の保存の実態

調査から、市町本庁舎での保存の実態、合併

後に支所となった旧町役場の保存の実態、出

張所・公民館での保存の実態、いわゆる資料

館・旧市町史編纂室、学校等の空き公共施設

を利用しての保存の実態を取りまとめる。そ

の際、その状況を 3つの類型として定式化を

試みている。第3章では、市町長部局と市町

教育委員会を取り上げ、「どこに保存するか」

を論じ、文書管理規程を取り上げ「どのよう

に管理するかjという現実的な諸問題を整理

し、最後に望ましい公文書の保存・管理と香

川県文書館の職務としての協力・支援の在り

方について述べたい。
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第 1章 市町史編纂の基礎資料としての

公文書

平成4年度から同17年度までの14年間、香

川県内の l市 3町の市町史編纂と執筆に係

わった。担当分野は、どの市町史も近現代で

あり、とくに農業 ・農村の近代化、 出稼ぎと

移住の実情、都市計画のあらまし、土地区画

整理事業の状況、社会教育や社会福祉のあゆ

みなどであった。その際の基本的スタンスと

して、市町史は地域住民が当該地域の歴史に

あらためて親しみ、興味と関心をさらに深め

てもらえることに置いていた。正確な歴史叙

述であることは当然のことであり、これを根

拠づけるのが歴史的資料としての市町村公文

書である。

地域住民にとって、市町村公文書が市町史

編纂に活用されることだけが有益であるわけ

ではない。市町史は住民が直接、市町村公文

書を手にと っているのではなく、間接的に史

実を知ることである こと、また市町史編纂事

業は一時的なものであり 、恒久的なものでな

いことから、常時、市町村公文書を公開 ・利

用できることで、史実を知ることができるこ

とが、住民にと って有益なものである。

また、先頃制定された公文書等の管理に関

する法律の第1条には、 公文書は 「健全な民

主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と

して、 主権者である国民が主体的に利用し得

るもの」であり 、そのことが 「行政が適正か

っ効率的に運営され……、現在及び将来の国

民に説明する責務が全うされるJものである

と明記されている。この点は公開 ・利用の観

点のほかに、説明責任の点からも公文書が住

民にとって有益なものであることを示してい

る。

さて、以前市町史編纂の前作業をした時の

経験から、市町村公文書の保存状態の特徴を

次の 3点にまとめることができる。第 1は、

土地、租税、財産、戸籍事務などに関する公

文書の残存と保全はよくなされていることで

ある。第2に地域の産業、土木事業、教育、

社会福祉などのいわゆる事業施策と呼ばれて

いる分野の公文書は、そのほとんどが残され

ていない。 わずかに編纂に関わった l町のみ

明治期の農業に関する分野の公文書を活用す

るこ とができた。第3に市町村の統計台帳と

議会議事録がどの市町ともに共通して保存さ

れていることであった。ここでは特に議会議

事録の有用性について、実体験から若干触れ

ておき たい。本来な らば第2で示した事業施

策と呼ばれている分野の真正の公文書を根拠

として市町史の編纂にあたるのであるが、そ

れが失われているなかではこの議会議事録で

補完するほかなかったのである。また、この

ほか、統計台帳や公文書以外の地域資料、 例

えば家文書や地方新聞などを活用することで

執筆することができ た。

さて、その議会議事録の有用性について

は、まず、議事録の予算と決算の費目別デー

タが図表的に記されていることに着目した。

数年間の推移を把握するために、年度別・ 費

目別に時系列化すると、行財政の力点や特徴

点が表われてくる。執筆分野である近代の

データについて凝視 したと ころ、教育費の割

合が高いことがわかった。議事録には「勧業」

という用語が散見さ れるが、当時の勧業の

内、 農業に重きをおいていることがわかっ

た。昭和4年の世界恐慌が吹き荒れた時点付

近に目を据えると、その3年後の昭和 7年か

らの時局匡救事業や農山漁村経済更生運動に

行財政投資が集中されていた という歴史を理

解することができた。ただ、これらは議会議

事録だけによる歴史の把握にすぎず、教育や

農業の真正の公文書による ものではないとい

う条件をイ寸さなければならないといえる。

一方、議会議事録から歴史を把握すること

の限界も知る必要がある。議事録には議員名

が登場するが、発言内容や答弁の詳細まで記

されているとは限らないことである。当時の

速記録や詳細な審議記録さえ もが廃棄されて

いる可能性が高いのである。さらに、議会決

定された事案のその後の実施状況や結果を知

るためには、やはり真正の事業施策を示す公

文書によ り事業執行の進行を確認するほかな
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いのである。

統計台帳はもとより、土地、租税、財産、

戸籍事務などの分野の公文書は統計的に処理

し、 表やグラフにして市町史に活用できた。

議会議事録、統計台帳、土地、租税、財産、

戸籍事務などの公文書が共通して保全されて

いるのは、それらがいわゆる永年保存文書と

位置付けられていたからである。

以上、市町史編纂作業の経験から、どの分

野においてもバラ ンス よく残されていたら、

住民にとってより具体的な史実を知りうるこ

ととなったと考える。次に市町の公文書保存

の実態について、筆者が調査分析した結果を

見ることにする。

第 2章市町公文書保存の実態から

見えるもの

市町史編纂作業に関わったことで、市町の

実態は知 りうることとなったが、その数は l

市3町にすぎず、ごく僅かな もので、県下全

域を把握しているものではない。先に述べた

市町史編纂の経験則が、すべての市町にあて

はまるか否か。また l市3町の編纂は平成の

大合併の以前のことであ り、この l市3町の

うち合併 していないのはl町だけで、このl

市3町の公文書も含めて、合併以前と以降の

実態に変化が見られるのかの疑問を持つよう

になった。先述のように合併後の平成18年度

から香川県立文書館の職務と して県下全域の

実態を把握するこ ととなったのである。 その

際、昭和30年前後の昭和の大合併以前の公文

書 (旧文書または旧村役場文書と表記する)

を中心に、それ以降の公文書、市町史編纂の

基礎資料、書庫の状況等を、 市町本庁舎だけ

に留まらずに、文書の存在する場所をできる

だけ多く見るように した。

さて、この旧村役場文書に視点を据えてい

るのは、これらの文書は残存数が少な く、稀

少性のある公文書で、歴史的公文書4)として

廃棄せずに残しておくべきものであると考え

るからである。その保存と管理の実態を踏ま

えて 3区分の類型化を試みる。すなわち、(a)

新旧文書混在型、(b)旧文書整理型と(c)旧文書

未整理型である。

(a)新旧文書混在型とは、旧村役場文書とそ

れ以降の公文書が同一場所、同一の状態であ

る。

その内、目録が作成されているなど管理体

制が整備されている、また、現用文書と非現

用文書の区別ができている状態を(a)-1新旧

文書混在型一整理型、できていないものを(a)

-2新旧文書混在型一未整理型とする。

(b)旧文書整理型とは、新旧文書が同一場所

ではあるが区別 されて保存されているか、

まったく異なる別の場所で保存されており 、

目録が作成されているなど管理体制が整備さ

れている保存状態をいう。

(c)旧文書未整理型は、 新旧文書が同一場所

ではあるが区別されているか、まったく異な

る別の場所に置かれているかであ り、いずれ

にしても、 目録の作成がされておらず、管理

体制が未整備であり 、現用文書と非現用文書

の区別のないままの状態をいう。

実態調査の対象施設は、市町本庁舎、市町

支所、市町出張所および公民館、 市町資料館

および旧市町史編纂室と空き公共施設(例え

ば、 学校の空き教室等)である。

第 1節市町本庁舎での保存の実態

香川県の中部西部に位置するA市、B市

は、 平成の大合併時にそれぞれ旧市が隣接す

る旧2町と、中部に位置する C町は旧 3町が

合併して誕生した自治体である。共通してい

る点は、合併後本庁舎が置かれなかった旧2

町時代の公文書は旧町単位で旧役場施設に保

存されてお り、当面の必要な公文書のみを本

庁舎に引き上げていることである。

これらの本庁舎の書庫は、市町長部局 (以

下、「総務課J5)と称する。)が所管している。

大量の公文書であるために保存 ・管理の場所

は一室ではないが、距離的にも管理的に も問

一場所とみなすことができる。直接、総務課

が保存 ・管理していることから、日常的に整

理され保存 ・管理環境においても最適化を
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図っていることカfうかカfえる。C町では、 j昆

度 ・湿度計が設置された施設として整備され

ている状態であり、公文書に対する保存・管

理意識の高さを示していた。

書庫における公文書の整理方法では、 A市

が文書保存の基本どおりに文書箱に収納し

て、文書名を記したラベルを貼付 した収納方

法、 B市が書棚に公文書が背表紙検索できる

収納方法を採用している。C町では、文書箱

に r3 C -2 -08Jなどの記号を付している

だけで、外見的に文書内容を知ることはでき

ない方法で管理している。ヒアリングをした

限りでは、永年保存文書と有期限文書を区別

すること、保存・管理されている書庫が分か

るように番号化していること、同時に書庫内

の棚位置までが表示される記号としているこ

とであった。

本庁舎で保存・管理する公文書は、 A市、

B市、 C町ともに文書管理システム を導入し

ており、電子検索も可能となっている。当

然、文書管理規程を定めて公文書の取り扱い

jレールを設けているが、永年保存文書以外の

有期限文書の保存年限が過ぎての廃棄は滞り

なく行なわれている。文書管理規程の「文書

の廃棄」の条文中に「ただし、歴史的・文化

的価値が認められる文書については、その保

存年限を当分の間延長することができる。j

(B市)、また、別表の永年保存文書の分類中

に「市史に記録されることが予想されるもの」

(A市)、「町史及びその編纂上必要な資料で

重要なものJ(C町)などと歴史的な視点や市

町史編纂の視点から残していこうという姿勢

が見られる。なお、永年の現用文書として保

存されている旧村役場文書は、議会議事録や

統計台帳と土地、租税、財産、戸籍事務など

に関する公文書に限られている。

次に、平成の大合併時に他市町と合併しな

かった県中部のD町について見ておこう 。

総務課が書庫の所管である。文書の保存 ・

管理については、文書管理規程に永年保存文

書と有期限文書の区別、有期限文書の保存年

限が過ぎての廃棄などが書かれているのはも

とより、永年保存文書の中の項目の 1つに

「町史の資料になるべきもの」とあるのは、

A市やC町と同じである。実態はどうであろ

うか、総務課単独用の倉庫が庁舎3階に、庁

舎に隣接する倉庫の 3室を書庫として、その

室内には各課別に場所を決めて公文書が置か

れている。一定の場所に置かれているもの

の、文書が段ボール箱に入っていたり、その

ままの状態であったりしている。また、ス

チール棚に置かれているものもあれば、コン

クリート床にそのまま置かれているなど、整

理されていない。田村役場文書は、例えば、

明治期の港湾修築に関する文書は建設課の昭

和 ・平成期の文書と同一場所に置かれている

など、新旧が混在している。旧村役場文書は

議会議事録や統計台帳と土地、租税、財産、

戸籍事務のほか、産業、土木事業、教育、杜

会福祉など事業施策分野の文書もあり、それ

以降の文書と混在して見られた。 これらは、

「永年保存」と書かれているものもあれば、

有期限文書ではあるが、保存年限が過ぎての

廃棄が滞っているので、すでに非現用文書と

なったものも多数含まれていると考えられ

る。目録や文書管理システムによる管理は

まったくできていない。適正な文書の保存と

管理が行われていない状態である。

旧村役場文書とそれ以降の新文書が同一場

所、同一状態であることから、市町本庁舎で

は(a)新旧文書混在型であると区分しておく 。

なお、 A市、 B市、 C町は(a)-1新旧文書混

在型一整理型、 D町は(a)-2新旧文書混在型

一未整理型である。

第 2節市町支所での保存の実態

平成の大合併後の市町で、旧役場が支所と

して位置付けられたケースの公文書保存の実

態をここでは見ておく 。いずれも本庁総務課

が所管し、旧町役場の文書がそのままの状態

である点では共通している。

C町のE支所では、保存の基本スタイルど

おりに文書箱に納められて整然と整理されて

いる。文書箱には記号番号が付され、文書管
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理システムでの管理がなされている。ヒアリ

ングでは、やはり文書管理規程に基づいての

保存と管理、すなわち永年保存文書には区別

された記号番号が付され、有期限文書は期限

の到来により廃棄されている。こうした取り

扱いは先述のC町本庁舎と同様の考え方によ

るものである。

文書管理システムに注目すると、このC町

のE支所ではC町本庁舎システムと連動して

いるが、香川県東部のF市のG支所では単独

の管理システムを備えている支所が見られ

た。

このE支所では、旧村役場文書は永年保存

の現用文書と位置付けられており、議会議事

録6)や統計台帳と土地、租税、財産、 戸籍事

務の文書などが残存し、それらの公文書の扱

いも本庁舎と同様である。また、 G支所で

は、旧村役場文書を保存 ・管理体制が整備さ

れている県の施設に文化財的なものとして寄

託している。これもひとつの方法であると評

価したい。

上記の整理されている 2支所に対して、 C

町のH支所では一定の場所に保存されている

とはいえ、段ボール箱や利用していないス

チールロッカーに納めていたり、コンク リー

ト床にそのままの状態で積み置かれていたり

する状態が見られた。中には有期限が経過し

ている公文書も散見された。また、「輸送・保

管用段ボール箱」と大書されたものもあり、

合併時のあわただしさが残存していた。もち

ろん、これらの公文書は文書管理システムに

登録できているわけではない。本庁総務課に

おいても、この実態と公文書の内容を把握し

ているかといえば、心もとないものがある。

旧村役場文書は土地に関するものが永年の現

用文書として残存していた。

C町のように、本庁舎.E支所が整理され、

H支所では未整理というように同一町内でも

差が見られる。

香川県東部に位置する I市の J支所では、

平成の大合併前の旧 3町の文書を集約して保

存・管理するという方法を採っていた。旧町

別に部屋別、各階別に保存・管理されている。

保存・管理の環境に留意していることがうか

がえる。書棚の文書箱に収納して、文書名も

付され、支所独自の文書管理システムはない

が、本庁総務課の文書管理システムにすべて

登録されている。保存と廃棄についていえ

ば、他の自治体と 同様に文書管理規程に基づ

いた処理がなされている。永年の現用文書と

して保存・ 管理されている旧村役場文書は、

議会議事録や統計台帳と土地、租税、財産、

戸籍事務などに関する公文書である。

以上、公文書の保存の実態は支所ごとに相

違が見られる。旧村役場文書が県に寄託され

ている G支所を除いて、旧村役場文書とそれ

以降の新文書が同一場所、同一状態であるこ

とから、これも本庁舎と同じく (a)新旧文書混

在型であると考える。E支所と J支所が(a)-

l新旧文書混在型一整理型であるのに対し

て、 H支所が(a)-2新旧文書混在型 未整理

型である。

第 3節 市町出張所 ・公民館での保存の実態

4出張所と 2公民館について調査した結果

を述べてみたい。これらの出張所や公民館は

昭和の大合併以前の旧村単位に置かれてお

り、特に出張所は昭和の大合併以前の旧村役

場のあった所にある。旧村役場文書が、当時

のままヲ|き継がれている。出張所・にあるこれ

ら公文書は総務課の所管であり、公民館のそ

れは教育委員会が管轄している。

上記のC町にある K出張所は、平成の大合

併時に上記旧H町から C町の出張所となっ

た。

K出張所の倉庫に備品とともに文書が大量

にある。段ボール箱には入れられている。ヒ

アリングによると、旧村役場の建物が壊され

るときに取り置いていたという 。旧村役場文

書には、議会議事録や統計台帳をはじめ、土

地、租税、財産、戸籍事務のほか、地域の産

業、土木事業、教育、社会福祉などのいわゆ

る事業施策と呼ばれている分野のものも含め

て、 1000点以上はあろう 。おおよそ種類別に
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箱に入れられてはいるものの、目録は作成さ

れていない。

香川県の中部に位置する L市のM出張所

も、よく似かよっている。こちらは、古い蔵

の中に文書が大量にある。ヒアリングによる

と、この蔵は旧村役場の蔵であったもので、

現在は出張所の倉庫として利用されている。

以前は祭りの道具などとともに混在していた

というが、現在は棚に文書が立てて並べられ

ている。旧村役場文書だけがあり、議会議事

録や統計台帳をはじめ、土地、租税、財産、

戸籍事務のほか、地域の産業、土木事業、教

育、社会福祉などのいわゆる事業施策と呼ば

れている分野のものも含めて、 1000点以上は

あろう 。おおよそ種類別に置かれてはいるも

のの、目録は作成されていない。

香川県中部に位置する N市の O出張所で

は、事務室の脇の倉庫の段ボール箱には、旧

村役場文書のうちでも、いわゆる「切図」、「地

引図」の絵図、 土地台帳に限られである。絵

図や様々な地図などは、その地域の寺社、城

郭などの遺跡や土地利用の状況が読み取れる

ものとして重要性では第ーのものである。目

録は作成されていない。

上記の I市の P出張所では、出張所の廃止

と建物の取り壊しが行われることになり、段

ボール箱から取り出された公文書がシュレッ

ダー処分されているか、焼却廃棄と記され、

紐で結わえ られていた。 これらの公文書の保

存と廃棄を仕分ける整理表や目録などはまっ

たく見当たらない。整理にあたっていた職員

によると、個人情報が含まれる書類は確実に

処分することのみが総務課指示のようであっ

た。偶然にその現場に立ち会ったところ、戦

後すぐの地域青年団活動の資料で、市町史編

纂に欠かせない文書も見られた。総務課指示

の内容が、個人情報に限らず、歴史的価値あ

る公文書の保存が加わっておればと恒促たる

ものがあった。

さて公民館ではどうか。上記のF市にある

Q公民館では、 一室に備品とともに整理され

ていない状態で文書が置かれている。かつて

の旧町史編纂時の基礎資料となっていたもの

であり、近世古文書、旧村役場文書などであ

るが、ヒアリングによるとこれらは、編纂時

に個人が収集した資料群として置かれている

ことを確認した。旧村役場文書は棚に積み置

かれており、目録は作成されていない。

上記のC町のR公民館には、埋蔵文化財調

査室があり、教育委員会の文化財担当が常勤

している。また、図書室があり、その一面に

かつての旧町史編纂資料がある。原文書があ

るのではない。編纂過程で撮影された写真や

調査記録、原稿などを綴ったものが整理され

多く残されているが、旧村役場文書は見られ

なかった。

以上、出張所・公民館における公文書保存

の実態はそれぞれ相違が見られるが、旧村役

場文書が存在しないP出張所・ R公民館を除

いて、 K、M、0の出張所と Q公民館では、

整理が不十分で、目録作成までは至っておら

ず、現用、非現用文書の区別がはっきりしな

い(c)旧文書未整理型と区分する。公民館に

は、旧町史編纂の資料群があり、その中に旧

村役場文書が存在する場合がある。

第4節 資料館・旧編纂室での保存の実態

ここで取り上げる資料館・旧編纂室は、す

べて教育委員会の所管である。

市町立の資料館は、歴史資料館、歴史民俗

資料館、郷土資料館などとよばれている。こ

うした資料館では、旧村役場文書が、考古、

民俗、文書以外の歴史資料と合わせて収蔵す

るとか、古文書や他の書籍一般と区別されず

に保存 ・管理されているのを特徴とする。

上記の L市のL市立資料館の組織体制をみ

ると、職員が l名である7)。文書箱に 2箱分

の旧村役場文書は、旧各村にわたっての社寺

に関する文書がほとんどである。文化財関係

のために集めたものではないかと推測され

る。これらの元々あった母文書群は現在本庁

舎、支所、出張所にあり、そこから社寺関係

だけが抽出されており、本来的には元に戻す

べきだと考える。
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さらに懸念したことは、わずかにある議会

議事録の簿冊や綴中のものを解体し議案単位

にし、他の史料と混じって文書箱に保存され

ているなど、原形保存という 基本的なルール

が行われていないことである。整理され目録

は作成されてはいる。

上記のA市のA市立資料館では、旧村役場

文書が、複数の旧村にわたって土地、租税、

財産、戸籍事務などのほか議会議事録、統計

台帳もある。産業など事業施策に関わる文書

は少ない。かつて図書館にあったことを示す

判やシールが表紙のカバーにある。また、同

資料館は市史編纂後の資料を保存している。

旧村役場文書とともに整理されたもので目録

を作成している。

上記のB市の旧 S町史編纂室は、かつての

町史編纂作業当時の状態のまま保存されてい

た。施錠され、 普段の入室はまったくないと

いう状況である。ここでも、議会議事録や統

計台帳と土地、租税、財産、戸籍事務などに

関する公文書の類である。防虫剤を多用し、

文書箱に整理され、目録も備えられている。

以上から、旧村役場文書や旧市町史編纂の

基礎資料が整理され、目録化されているので

類型としては、 (b)旧文書整理型である。一方

で、職員体制や施設そのものの利活用が将来

的に不安定要素を含んでいることから、施設

倉庫化のおそれを危慎しておきたい。

第 5節 空き公共施設での保存の実態

空き公共施設とは小学校の倉庫や教室、旧

図書館、旧公民館などである。これらの施設

はすべて教育委員会、旧村役場文書について

は総務課の所轄となっている。

先に述べたF市にある小学校倉庫には、支

所となった平成の大合併前の旧T町役場の文

書がある。また、昭和の大合併以前の旧 2村

の旧村役場文書も存在する。従ってここに

は、明治~平成期までの文書がある。中には

明治12年の 「諸達届」など戸長役場時代のも

のもある。所狭しと、かつ乱雑に置かれてい

る。

旧村役場文書は倉庫の書棚の 2列分にまと

まって置かれている。何冊かを種類別に紐で

括っており、その種類は、土地、租税、財産、

戸籍事務関係のほか、議会議事録、統計台帳、

産業、土木、教育、社会福祉など各分野にわ

たっている。1000点以上はある。

これら文書が残存した理由は、旧町史編纂

時に史料として活用され、終了後もまとまっ

た形でこの場所に置いていたこと、「永年保

存jと書かれていた文書が多かったことが文

書を廃棄するに至らなかったと考えられる。

但し旧村役場文書に「永年保存jと書かれて

いても現市や旧町の永年保存文書ではなく、

現市の総務課管轄ではあるが文書管理規程の

外にある非現用文書であるとも考えられる。

昭和~平成など新しい時期の有期限文書と

混在し、その年限がきたときに、価値が見い

だされずに一緒にこれらも廃棄されてしまう

おそれがある。整理し目録作成などして保存

すべきであると考える。

島興部にある平成の大合併をしなかったU

町の廃校となった小学校の教室からは、旧村

役場文書に混じって、この小学校の古写真な

ども出てきた。文書の種類は、上記の小学校

倉庫同様、各分野にわたっており、数は1000

点近くあると考えられる。ネズミのかじった

ものであろう状態が極めて悪いものも数点見

受けられる。整理し目録作成などして保存す

べきである。

同じく U町の旧U町立図書館にも、上記小

学校倉庫と同様、明治初期の戸長役場時代の

ものからの旧村役場文書のみが大量にある。

文書のあるところは奥まった風通しの悪い、

日のあたらない書庫であるが、倉庫に等 し

い。戦中・戦後期のものなど文書の劣化がひ

どいものもあり、紐や縄で強く束ねられてい

るものが多い。旧村のうち複数の旧村役場文

書が一箇所にあるから文書量が多い。文書の

種類も各分野揃っており、調査した中では県

下で最も多い旧村役場文書数である。5000点

以上はある。

ちなみに、もともとこの文書群には近世の
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古文書 8)もあって、近世から近代へと継続し

て存在するという県下でも稀な存在である。

ところが、近世の古文書は新図書館に移さ

れ、文書は袋に入れられ、箱に収納されるな

ど整理され、目録も作られている。これらを

利用して 「古文書を読む会Jが聞かれている。

古文書同様整理し目録作成などをして保存す

べきであると考える。

最後に最も保存の点で緊急対応を要した事

例を挙げよう 。

上記F市の旧V町立公民館は宿泊施設を再

利用した建物であった。この建物を今年度取

り壊すこととなった。各室を各課単位に割

当、平成の大合併で市になる以前の旧V町の

公文書が、段ボール箱に入れられ積み置かれ

ている。旧村役場文書は未整理ではあるが、

まとまって 6箱存在する。約620箱のほとん

どが昭和後期~平成期のものであるが、この

6箱は旧 2村の役場文書である。現用か非現

用文書かは明確でない。

取り壊しに際して、総務課としては、これ

らの公文書は現市の総務課所轄であるので、

現市の各課に必要なものは持ち帰ってもらっ

て、その後に保存か廃棄かを決定するとし

た。保存するものは、旧幼稚園の遊休施設に

運ぶ。それ以外は廃棄するとした。

続いて岡市教育委員会は、①旧村役場文書

の6箱はすべて残す。この 6箱の文書を整理

し目録を作成する。②教育委員会職員によ っ

てそれ以外の歴史的公文書になりうるものと

して、残しておくべきものに「要保存希望」

のシールを箱に貼り付けて、後で各課が廃棄

旧公民館の現況、箱の一部に「要保存希望jのシーjレが貼られている

しないようにする旨を総務課と協議した。

旧村役場文書では産業、土木事業、教育、

社会福祉などのいわゆる事業施策と呼ばれて

いる分野の公文書は、永年保存文書で、ないの

で残りにくいと指摘したが、「要保存希望」の

シールの貼られた公文書は、これらの分野の

ものが多い。また、事件、災害や事故、祭り

や団体などの行事 ・イ ベント、時事的な出来

事についても貼り付けていた。

一方、旧村役場文書で土地、租税、財産、

戸籍事務分野は永年保存文書として残りやす

いと先に指摘したが、これら分野の公文書に

ついては、行政的に重要なものとして総務課

や各課の判断に任せた。また、伝票、領収書、

レセプトの類などは、将来歴史的に重要にな

り得る可能性が低いとして、教育委員会職員

はシールを貼らなかった。

市町史編纂の経験や今まで見てきた旧村役

場文書の調査からみても 、産業、土木、教育、

社会福祉などの事業施策と呼ばれる分野に

は、「事実」が多く 書かれている。当該歴史的

公文書となりうるとしてシールを貼り付けた

文書にも 、同様分野のものが多く、将来歴史

的事実(史実)となると考えられる。事業施

策以外に事件、災害や事故、祭りや国体など

の行事・イベント、時事的な出来事にも「事

実」が多く書かれている。そこで、「事実Jが

わかる「事業 ・事件・事故(災害も含む)・行

事・ 時事jこれらをまとめて 15つの事Jと

よぶこととする。また、毎年の統計書などに

も貼りつけていたが、統計書は市町史編纂の

経験からみても、表やグラフにして各年比較

をしてみると、「推移Jがわかる。将来「推移J
を歴史的に見ることができる。そこで、「事

実jとあわせて、これを 「事実と推移」とよ

ぶこととする。

旧町の議会、それと関係する予算 ・決算関

係などはその自治体の根幹を示すものであ

り、行政的にも歴史的にも重要であるとして

貼り付けていた。

庁舎移転や組織の改廃は頻繁に行われてい

る。また、今回のような文書の置き場となっ
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ている建物があり、即座に壊される事態もあ

る。今回、すべて他の場所にはスペースの関

係で公文書を移動できないという条件の中

で、また取り壊し工事開始が迫っているとい

う保存上の緊急性のある中での対応であっ

た。

ここでみた、小学校倉庫と教室、旧図書館、

旧公民館は状態としては悪く、文書そのもの

が朽ち果てたり、廃棄されたりして無くなる

という最悪の事態を引き起こしかねないとい

う状況にある。整理が不十分で、目録作成ま

では至っておらず、現用、非現用文書の区別

がはっきりしない(c)旧文書未整理型である。

次に、以上見てきた各市町の保存の実態か

ら保存と管理の考え方を分析し検討してみた

v、。

第 3章保存の実態からの分析

第 1節 どこに保存するか

調査に当たっては、 事前に市町の総務課と

教育委員会の両方に調査に行く旨の文書を早

めに出しておき、あらかじめ実態を調べてお

くように、調査当日は両者が同席するように

お願いしていた。文書等の保存の所轄がすで

にみたように両組織にわたっているからであ

る。

その際、すべての市町ではないにしても、

同一市町での総務課と教育委員会での保存・

管理についての視点の違いが感じられた。

行政的に重要な文書の保存という考えの総

務課と歴史的 ・文化財的視点からの保存とい

う考えの教育委員会というパターンが多い。

本庁では総務課の考え、支所や出張所は総

務課管轄であるから同様な考え、公民館 ・資

料館・旧市町史編纂室は教育委員会管轄であ

り、上部組織の教育委員会にならった考えの

違いが多く見られる。

総務課管轄の組織では、本庁舎の多くが、

旧村役場文書を永年の現用文書として新しい

文書といっしょに保存し、支所の一部や出張

所などの下部組織の多くが、旧村役場文書を

現用文書か非現用文書かがはっきりしていな

い状態か、あるいは非現用文書となっている

状態である。旧村役場文書が総務課の管轄で

あるが文書管理規程や文書管理システム外の

ところに置かれている場合が多い。逆に役所

の職員が時々利用している例もあると聴く 。

一方、教育委員会管轄の組織では、旧村役

場文書を公民館・資料館・旧市町史編纂室に

おいて、近世古文書と同様、「古文書の仲間」

9 )の歴史資料あるいは文化財として保存10)

し、また将来の市町史編纂などに利用11)な

どと考えているが、多くの文書は、総務課の

所轄であるためにそこまでには至っていない

場合が多しミ。

保存する組織としては、非現用となった旧

村役場文書あるいはそれ以降の歴史的公文書

は、総務課管轄の文書館での一元保存・管理

がのぞましい。その理由は、これら公文書だ

けでなく公文書のほとんどが総務課の管轄に

あること、総務課は同一市町長部局の各課が

持っている文書の把握や移管は、教育委員会

よりも行いやすいこと、の二点からである。

ただ、都道府県の文書館でもその成り立ち等

から教育委員会管轄のところもあり、円滑に

業務遂行ができている。都道府県に比して市

町のような小組織体では小組織であるが故に

連絡、連携が取りやすいのでどちらに置かれ

でもよいとの教育委員会のある職員の意見に

も同意できうる。

しかし、文書館を設立することは最も望ま

しいが、自治体の財政的にも、施設整備や職

員の配置は難しいのが現実であるので、望ま

しいのは総務課所轄の歴史的文書保存室、同

収蔵庫(書庫)、同コーナーの書架の確保など

で将来の文書館に結びつく組織である。合併

したところでは、支所(旧町役場)などには、

合併後遊休スペースが多くある。例えばそう

いうところを活用するなどである。また、そ

の総務課管轄の支所や出張所で、旧村役場文

書の保存・管理が不十分で、、整理ができてい

ないならば、非現用文書として別の施設へ移

管するのも一方法である。

もう 一つは、教育委員会12)のある所か、そ
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の所轄の既存の資料館、公民館、旧市町史編

纂室で、総務課から非現用文書にして移管し

たものを保存 ・管理する方法である。

最も、緊要なのは、空き公共施設であるが、

旧村役場文書の保存・ 管理が不十分で、整理

ができていないので、非現用文書として別の

施設へ移管するか、または、施設そのものを

整備することである13)。

施設の整備がプラスの方向な ら、建物の全

面取り 壊し、建物内施設の転用は、文書に

とってはマイナスである。つまり、物理的理

由からくる問題14)をどうするかである。先

に見たF市の旧V町立公民館の場合には、 一

度に大量に廃棄される事態が生じかねない状

態であったが、総務課と教育委員会が連携し

事なき を得た。なお、 C町の日支所の よう

に、合併時には、本庁舎に移動する必要のあ

る現用文書の他は、支所となった旧役場の書

庫にそのまま置かれている場合があり 、合併

時には大量に文書を廃棄する余裕はなかった

と見える15)。今後、新市や新町による、これ

ら支所の文書の保存方法が課題である。

以上述べてきたように、どこに保存するか

については、文書館設立が望ましいが、文書

館設立が、財政的・ 人的な面で難しいならば、

総務課の歴史的文書保存室等または教育委員

会の既存の資料館等、両所轄のどちらでもよ

い。要は、先に述べた総務課と教育委員会に

多く見られる視点を活かして、両者がアーカ

イブズ的 ・歴史的視点を持ち、行政的に重要

な文書とともに歴史的公文書も重視して保存

するなどの認識を高めること、総務課と教育

委員会が連携を密にして、保存について協力

しあうことが大切で、ある。

次に、このよう な保存に加えて、どのよう

に管理すべきかについて述べてみたい。もち

ろん、 管理についても、総務課と教育委員会

の連携が必要となる。

第2節 どのように管理するか

市町が文書管理規程に歴史的公文書の保存

について盛り込むことである。現在香川県の

8市 9町で、文書管理規程の条文中にこのこ

とが記載されているものは、香川県西部に位

置する県下唯一市町で文書館設置のW市であ

る。「文書の廃棄」 の第45条の2に「総務課長

は、 第41条の規程によ り引継ぎを受けた文書

の保存年限が経過したときは、主管課長にそ

の旨を通知したうえで、速やかに廃棄しなけ

ればならない。ただし、 歴史資料と して保存

されるものについては、この限りでない。」と

している。その第41条には「主管課長は、書

庫への保存を必要とする文書があるときは、

当該文書の完結年度の翌翌年度当初において

総務課長が指定する時期に、次の各号に定め

ると ころにより、これを総務課長に引き継が

なければならない。jとある。文書管理規程

上、 廃棄されることとなった、つまり非現用

文書になっても歴史的価値が認められるため

に評価選別して廃棄しないで残しておくこ

と、歴史的公文書として残しておくことが、

明確に定められている。そして、総務課の所

轄にある文書館への円滑な非現用文書の移管

が行う ことができるよう になっている。ちな

みにW市は永年保存文書をすべて30年の有期

限文書に切り 替えている。

先述のB市の場合、「文書の廃棄jとして、

「保存期聞が満了した保存文書は、所管課に

確認のうえ、速やかに廃棄しなければならな

い。ただし、歴史的・文化的価値が認められ

る文書については、その保存年限を当分の間

延長するこ とができる。」とある。上記のW市

と異なると ころは、B市が保存年限の延長に

より現用文書として保存していこうというこ

とである。平成の大合併以前の旧B市にはこ

の条文はなく 、合併後盛り込まれた。ちなみ

にB市は、文書の保存期間のうち永年保存が

最長である。

上記のL市の場合、平成の大合併は経験し

ておらず、文書管理規程の変更はみられな

い。「文書廃棄上の注意jとして「市史編纂の

ために必要と認められるものについては、こ

の限りでない。」とある。保存期間の最長が永

年であり 、別表の永年保存文書の内容中にも
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「市史の資料となるもの」とある。

なお、同様に、別表中に「市町史(の記録・

参考 ・編纂など)の資料となるものjとある

のは、先述のA市、 C町、 D町のほか、香川

県中部に位置する X市、島l興部の Y町であ

り、先述のF市は同じく永年保存文書の別表

中に「歴史上の参考になるべきもの」とある。

A市は、調査時には保存期間の最長が永年

であったものが、現在30年に切り替えられて

いるので、今はこのことが別表の保存期間が

30年の区分の中にある。

A市の場合「保存公文書の廃棄jとして

「保存期聞が満了した公文書は、文書取扱責

任者が確認し、庶務課長に通知し、これを廃

棄しなければならない」とあり、 30年経てば

原則廃棄となっている。「保存期聞が満了し

た公文書について、保存期間を延長しようと

するときは、あらかじめ庶務課長と協議しな

ければならないJとあり、廃棄を免れること

はありうる。香川県でも永年保存を30年にし

た。上記のW市も同様であるが、 A市と違う

ところは、香川県やW市には文書館があり、

香川県では「用途廃止」文書、 W市では廃棄

されることとなった文書、つまり非現用文書

になっても歴史的価値が認められるために評

価選別して廃棄しないで残しておくこと、歴

史的公文書として残しておくことが、明確に

定められている。そして、 W市の総務課の所

轄にある文書館への円滑な非現用文書の移管

を行うことができるようになっている。一

方、 A市では資料館はあるが文書館としての

役割は果たしていない。先述のように文書館

以外の資料館等での保存にあたっては、保存

や管理、さらに公開や利用などの規程等を整

備し、文書館機能を持たせることが必須であ

る。文書管理規程を改訂し永年保存文書を30

年に有期限化しようとする現在の流れは、 30

年経てば廃棄時に歴史的公文書として移管し

保存するところもなく、即廃棄という事態も

考えられないことはない。

平成 7年度に市町から香川県立文書館が文

書管理規程を入手した 4市23町のうち条文中

にあるのは「文書廃棄上の注意Jとして「市

史編纂のために必要と認められるものについ

ては、この限りでない。jとした上記の L市の

みで、この L市や、すでに平成の大合併に

よって消滅した 4町も含めて「市町史(の記

録・参考・編纂など)の資料となるものjと

永年保存文書として別表にあるのは、 2市 5

町に留まる。平成の大合併後は 8市9町のう

ち7市3町で条文や別表中に上記のよう に盛

り込まれているが、町での実施率が低い。

ただ、第 l章で述べたように、市町史のた

めだけに限定するのではなく、また現用文書

のままで永年保存され、情報公開条例16)によ

る公開によらなければ、死蔵されて表に現れ

ない状態での保存に限定するのでなく、つま

り永年保存文書に限定するのでなく、有期限

文書として保存期聞が満了し廃棄されること

となった文書(非現用文書)の中から歴史資

料として認めていこうとするW市の文書管理

規程こそ歴史的公文書の保存を定めたものと

して評価されるのである。

すなわち、非現用文書の中から歴史的価値

を認め、評価選別をして廃棄しないで歴史的

公文書として残しておくことが、明確に定め

られている文書管理規程と云える。その後、

文書館で保存・管理することとなっている。

さらにこれが公開・利用に繋がって行くので

ある。

ところで、廃棄は行うが、評価選別をした

ことがないという職員もいる。「何を残すか」

という評価選別の基準についても考える必要

が出てくるであろう 。旧村役場文書は、「す

べて残す」ことで評価選別を行わないでよい。

特にそれ以降の文書で特に新しいと「熟成J
されてはいないので、歴史的価値が見いだし

にくいが、価値のあるものについては廃棄せ

ずに非現用化し歴史的公文書として適切な保

存と管理をしておく必要がある。中でも旧村

役場文書で残存状況の悪い事業施策分野

等17)については、今後の公文書の評価選別の

際に残しておく分野として認識しておく必要

がある。先に述べたi5つの事Ji事実と推移」
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として採り上げた分野も評価選別の際の基準

の一つになってほしい。

さて、旧村役場文書で永年保存文書とされ

ているものは、先にあげた望ましい文書管理

規程によって、非現用文書として位置づけ直

し保存する ことが望ましい。先に述べた類型

としては、 (b)旧文書整理型が望ましいと考え

る。(a)新旧文書混在型や(c)旧文書未整理型の

うち旧文書(旧村役場文書)は、すべて(b)旧

文書整理型にすることである。(a)新旧文書混

在型の本庁や支所の多くで、旧村役場文書

が、それより新しい永年の現用文書といっ

しょに保存・管理されているため、表に出に

くく、公開 ・利用がしにくい。また、 (c)旧文

書未整理型の出張所・公民館、空き公共施設

では現用文書か否かがはっきりしていない

上、未整理であり、公開・利用ができない。そ

こで、文書館や文書館機能をもっ施設で目録

を作成するなど整理し保存・管理する。つま

り、旧村役場文書は、すべて非現用化され、

文書館または文書館機能をもっ施設で保存 ・

管理する ことである。

調査で見てきたように、本庁舎でも文書管

理規程が円滑に実施されてないところがあっ

た。支所以下、下部組織でも充分理解され実

施されていないところが見られる。同一市町

内でも、本庁舎では実施されているが、支所

等では実施に差があったところもあった。W

市のような文書管理規程に各市町が改正し、

域内所轄の組織で完全実施ができるようにす

ることが望ましい。

さらに、文書の保存 ・管理から公開・利用、

説明責任に発展できるかという課題もある。

そのための規程整備が必要である18)。また、

文書館では、普及活動としての展示や講座が

実施されており 、そこでの歴史的公文書の活

用を実施している19)。今まで廃棄 されてい

た文書が、保存 ・管理される段階にと どまら

ず、さらに段階を進めることができるかとい

う課題である。

まとめ一望ましい保存・管理と県としての

協力・支援の在り方

以上述べてきたことから、望ましい保存と

管理のあり方について、結論づけてみたい。

第一に、文書館をつくることである。現実

問題と しては財政等難しい問題である場合に

は、総務課に歴史的文書保存室等または教育

委員会の既存の資料館などに文書館機能をも

たせ、歴史的公文書の保存と管理を行うこと

である。2組織がよく連携することである。

第二に、市町職員が、アーカイブズ的 ・歴

史的視点をもち、文書保存・管理意識を高め

ることである。

第三に、文書管理規程に非現用文書として

の歴史的公文書の保存・管理について盛り込

み、安易な廃棄を防止することである。同時

に評価選別について考える。

第四に、旧村役場文書は、すべて非現用化

され、文書館または文書館機能をもっ施設で

目録を作成するなど整理し、保存 ・管理する

ことである。

第五に、文書の保存 ・管理から公開・利用、

説明責任に発展できるかということがある。

現在、香川県立文書館の職員として調査を

踏まえてできること、あるいは実践している

ことを最後に述べてみたい。特に調査した市

町に対して一回限りに終わらせずに、連絡、

連携ができるようにしている。 調査時、その

後の連絡、連携の中で第ーについては、県内

外の文書館を紹介し、文書館や文書館機能を

もった施設をつくることを市町に奨めてい

る。第二のアーカ イブズ的・歴史的視点や文

書保存 ・管理意識については、市町は他市町

の取り組みはわからないので県下の調査した

他市町のよい事例 を紹介するなどをしてい

る。市町公文書保存管理研修会も計画してみ

たい。第三の望ましい文書管理規程や評価選

別について共に考えている。第四の旧村役場

文書の保存・管理の望ましい方法を共に考え、

先述の調査施設の内で未整理状態の出張所2

カ所と空き公共施設4カ所の整理と目録作成

の支援にあたっている。第五の保存・ 管理の
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みならず公開・利用のための規程整備など一

定のルールづくりを共に考えている。

最後に「捨てる神あれば、拾う神ありJに

なぞ、らえて「捨てる紙あれば、拾う紙あり」

と主張したい。廃棄されていく文書を「拾う

紙」、すなわち歴史的に価値ある文書として

匙らせる「拾う神Jの立場を、市町職員が執

れるように協力・支援していきたい。香川県

の市町村公文書の保存と管理のために、今後

とも尽力していきたい。

註

1 )ここでいう市町村公文書は、市町村が作成した文

書という意味で使用する。起案して決裁された文書

やそれ以外も含めて、例えば、本稿で取り扱う議会議

事録や統計台帳も含めて考える。なお、戦前の香川

県庁にあった公文書は、高松空襲により、焼失したた

めに、戦前の市町村公文書が、それに替わって県下の

歴史を知ることができる等、そのことからも貴重な

文書である。

2 )ここでの保存はそのままの状態を保つようにし

て、(いつまでも)取っておくという意味で用いる。

保管は一時的な預りで、保存とは異なるとする。永

年文書は保存であるが、有期限文書も廃棄されるま

では取っておくので保存ということばを使用する。

また、管理とは、文書管理規程に基づき保存年限を定

め保存し、情報公開や職員の業務利用に備えて出納

できるようにし、保存年限が経過したら歴史的公文

書を除いて廃棄することをいう。

3 )近隣の諸県(中国・四園地方)では、県文書館

が、それぞれ県域の市町村公文書の保存調査を実施

し、、それを踏まえての紀要に執筆がなされている。

広島県、山口県、鳥取県である。全国的にみると、最

近では秋田県公文書館の「市町村公文書等保存状況調

査報告書J(2∞9年3月)が注目される。

4 )ここでいう歴史的公文書とは、文書管理規程上、

非現用文書になってもなお、歴史的価値が認められ

るために評価選別して廃棄しないものをいう。文書

館等歴史的公文書の保存機関では、その公文書収集

基準には、ある時期以前の文書を「すべて残してお

く」と明記しており、それが、昭和20年であったり、

昭和30年前後の昭和の大合併以前であったりする場

合が多い。これは、稀少性のある文書で、歴史的公文

書として扱っている。それ以降の文書も歴史的価値

が認められる文書は歴史的公文書になりうる。

5 )総務課は市町長部局に属し、文書管理担当がいる

文書主管課のことをいう。教育委員会にも総務課が

あるが、ここを言うのではない。庶務課という市町

もある。

6 )支所となった旧町役場の議会議事録は旧町議会事

務局が保存・管理していたところもあり、旧村や旧町

の役場文書の議会議事録が旧会議場横のロッカーに

そのまま残されている。あるいは、永年保存文書で

最も重要であるという認識からか、金庫に収納され

ている場合もあった。一方で、空き公共施設で他の

旧村役場文書とともに段ボール箱に入れられて置か

れていた場合もあった。

7 )館長は本庁の職員が兼務している。県下の他の資

料館でも事例がある。職員数が少ないことや専門的

な知識等を有する職員の配置でないところもある。

自治体における財政面、人的な面での削減が行なわ

れている。そういう状況下で、中には総務課で他の

業務に比して文書管理には重きを置いていない、現

用文書については職務、非現用文書までは職務と考

えていない職員も存在する。教育委員会の文化財担

当でも当該業務は埋蔵文化財や文化財管理の職務外

だと考えている職員もいる。公文書館法はもとより、

公文書等の管理に関する法律の中でも責務や努力義

務として植われている。法の趣旨にしたがい歴史的

公文書の保存と管理に努めること、そこでは、職員の

職務に対する意識が伴わなければならない。財政面

のみならず、人的な面での充実が課題である。

8 )橋詰茂「過疎化地域の資料保存問題と地域史研究j

(r歴史資料の保存と地方史研究j地方史研究協議会

編岩田書院 2009年10月)には、香川県の主として

近世の古文書を中心に、保存・管理の問題を述べてい

る。

9 )新潟県歴史資料保存活用連絡協議会編 『古文書保

存-整理の手写|きJ(2008年3月)P4、P82には明治、

大正、昭和期の非現用文書、歴史資料を「古文書の仲

間」として捉えている。

10) rアーカイブズJ36号 (独立行政法人 国立公文

書館 2009年7月)には近代公文書群の文化財指定に

ついて京都府、山口県、埼玉県、東京都、群馬県、長

野県、奈良県の事例が記されている。 2∞6年10月23

日付け 『山陽新聞』には、岡山県の旧奥津町が2005年

2月に昭和までの公文書など約 l万5600点を町指定

文化財に認定したことが記されている。

11)島津良子「自治体史編纂事業と史料の保存・活用

一史料調査の原則と現状ーその 2J (r和歌山地方史研

究j第50号2005年9月)P84、85には「行政文書の史

料化」として、 以前は、近世以前の歴史を重視し、近

代以降が軽視されていたので、市町史編纂での近代

行政文書(公文書)の活用が少なかったことを指摘し

ている。
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12)ここでいう教育委員会は教育委員会事務局にある

文化財担当がいる諜をさす。

例えば、文化謀、生涯学習課、社会教育課などであ

る。

13)支所、出張所、公民館、旧市町史編纂室、空き公

共施設などに設置する場合は、本庁舎に近い方が保

存管理上、日が届きやすい。また、適正な職員配置

をすること、公開・利用から考えると、人口の多い利

用頻度が高い地域が望ましい。

14)松本吉之助「地方自治体における文書管理の転換

と当面の課題J(r記録と史料JNo13 2003年3月)に

よると、廃棄については、「期限満了文書の廃棄を超

えて、書庫スペースに見合った文書の廃棄をする」

(P16)としている。今回、香川県下の調査時のヒア

リングでも、書庫が物理的に満杯状態になると、過去

において一度に大量に廃棄してしまうという場合も

あったと聞いている。物理的な廃棄の原因の一つで

ある。

また、同論文 (P16・17)で松本は、「情報公開法の

名の下の文書の散逸と廃棄の防止」として、「情報公

開法施行令により文書保存年限が見直され、 『永年保

存は30年保存』となり 、30年を経過した文書は 『廃棄』

しでも良いこととなったとされる『誤解jである。」

とし、 n現用期間の最長を30年』としたものを [保存

年限の最長を30年』としたと言う 『誤解JJが廃棄の

原因であるとしている。

15)市町村合併と廃棄の問題については、全国レベル

では、平成の大合併前のアンケートによる調査であ

る、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会資料保存

委員会〔編IIデータにみる市町村合併と公文書保存」

(岩田書院ブック レァト 8 2∞3年8月)がある。香

川県はP93にアンケート調査の結果がある。

16)行政機関情報公開法の 2条には、「公文書館その

他の機関において歴史的若しくは文化的な資料又は

学術研究用の資料として特別の管理がされているも

のjは対象外となっている。

17)戸島昭 「山口県近代市町村役場文書の所在状況一

地方行政文書の評価・選別を考えるためにーJ(r山口

県文書館研究紀要』第26号 1999年)P42でもこの種

類の残存数が少ないことを述べている。

18)保存や公開についての規程よりもより 上位にある

条例、規則などで整備する方が効果がある。すでに

文書館がある自治体においては整備されているとこ

ろが多いが、今後、文書館機能をもっ組織での整備が

必要にな って こよう 。また、公文書等の管理に関す

る法律を受けて、市町公文書管理条例などの法的基

盤の構築が急がれる。

19)徳島県神山町には、明治初年から昭和30年までの

旧村役場文書約8000簿冊が保管されている。徳島県

立文書館では 2007年7月31日-10月21日に「村の公

文書 書庫からみえた神山のくらし 」と題しての企

画展を実施、さらに、「市町村公文書の保存と活用~

“村の公文書"から生まれる新しい地域像-Jと題し

て2009年11月29日にシンポジウムを開催し、神山町

文化財保護審議会長、元会長による「神山町における

資料保存運動について」と題しての実践報告を行って

いる。


